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エグゼクティブサマリー
今年も3月決算法人の決算期末が近づいてきました。日本経済の持続的な成
長経路を実現するためには潜在成長率の引き上げが重要という認識のもと、
最優先に取り組むべき課題を「生産性革命」と「人づくり革命」と位置づけ、令
和元年度の税制改正では、イノベーション推進のための研究開発を後押しす
るとともに、企業が収益の拡大を賃金上昇・雇用拡大や設備投資の増加につ
なげるための改正が行われています。

また、令和2年3月期の決算においては、上記の改正の他、令和元年度以前に改
正された項目のうち当年度から適用されるものにも留意が必要です。

本アラートでは、令和2年3月期に適用される税制改正のうち、主要な項目に
ポイントを絞って解説します。

http://www.eytax.jp/pdf/newsletter/2014/Japan_tax_alert03_21_Nov_2014_j.pdf
http://www.eytax.jp/pdf/newsletter/2014/Japan_tax_alert03_21_Nov_2014_j.pdf
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1. 研究開発税制の改正
企業が行う研究開発の質を向上させ、積極的な研究開発投
資を促すために、平成31年4月1日以後に開始する事業年
度の試験研究費の税額控除制度について、次の改正が行わ
れています。

（1）総額型にかかる税額控除割合のカーブの 
見直し
過去の試験研究費の額と当期の試験研究費の額を比較して
算出される総額型の税額控除割合について、試験研究費の
増加インセンティブをいっそう強化するため、カーブの傾
きが大きくなりました（＜図1＞参照）。

図1 総額型の控除率
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（注1）売上高試験研究費割合10%超の場合、控除率を最大1.1倍に上乗せ 
（令和2年度末までの時限措置）

（注2）総額型の控除率10%超、中小企業技術基盤強化税制の控除率12%超の
部分は、令和2年度末までの時限措置

出典：平成31年4月経済産業省「研究開発税制の概要」

（2）特別試験研究費（オープンイノベーション型）
の税額控除割合及び税額控除上限の引上げ
大学等との共同研究や委託研究を行った場合の、いわゆる
オープンイノベーション型の税額控除について、対象とな
る特別試験研究費の追加及び区分の変更、そして税額控除
上限の引き上げ（5%から10%へ）が行われています（＜図
2＞参照）。

図2　オープンイノベーション型の区分と控除率

対象となる相手先 控除率
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共同試験研究

又は

委託試験研究

① 特別研究機関等、大学等 30
② 研究開発型ベンチャー＊ 25
③ 中小企業者、公益法人・地公体の
機関・地方独法等 20

④ その他の者（民間企業等）＊ 20
⑤ 技術研究組合 20

知的財産権の
使用料 中小企業者 20

＊ 委託研究については、基礎・応用研究または知財利用を目的とした研究開発に 
限られ、単なる外注等は除かれる

出典：経済産業省「平成31年度（2019年度）経済産業関係 税制改正について」

（3）その他の改正
前記以外に、次の項目も改正されています。

① 一定のベンチャー企業の総額型について、税額控除上限
を25%から40%に引き上げ

② 高水準型の税額控除を廃止した上で総額型への統合

③ 組織再編があった場合の比較試験研究費の額等の調整
計算の適正化

④ 特別試験研究費の額となる人件費の明確化
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2. 業績連動給与の適正手続き要件の見直し
役員に対して支給する業績連動給与が損金の額に算入されるための適正手続要件について、図3の改正が行われています。
図3　業績連動給与　適正手続要件

改正前 改正後
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① 株主総会の決議による決定 ① 変更なし

② 報酬諮問委員会の諮問等を経た取締役会決議に
よる決定
※業務執行役員等が委員である場合は不可

見直し
② 独立社外役員が委員の過半数であることや 
委員の独立社外役員全員の賛成等に見直し
※業務執行役員による委員就任可

③ 監査役会設置会社における監査役の過半数の適
正書面を得た上での取締役会決議による決定・
監査等委員会設置会社において監査等
委員である取締役の過半数が賛成をしている 
場合における取締役会の決議による決定

除外 ③ －

指名委員会等
設置会社

報酬委員会による決定
※業務執行役員等が委員である場合は不可 見直し

独立社外役員が委員の過半数であることや 
委員の独立社外役員全員の賛成等に見直し
※業務執行役員による委員就任可

出典：経済産業省「平成31年度（2019年度）経済産業関係 税制改正について」

なお、本改正は平成31年4月1日以後に終了する手続きに係る給与について適用されますが、令和2年3月31日以前に終
了する手続きに係る給与については、経過措置により改正前の規定を適用することができます。

3. 外国子会社合算税制の見直し
平成29年度の税制改正で大幅な見直しが行われた外国子会社合算税制について、その適用時期は、外国関係会社の平成
30年4月1日以後開始事業年度とされています。3月決算の日本親法人にあっては、原則として令和2年3月期の申告から
改正後の外国子会社合算税制が適用されることとなります。

改正前は外国関係会社の租税負担割合が20%以上であれば、ペーパーカンパニー等であっても本制度が適用されませんで
したが、改正後は、租税負担割合が30%未満のペーパーカンパニー等は適用対象とされます。また、租税負担割合が20%
未満で、かつ、経済活動基準を満たす外国関係会社においても、利子・配当・使用料等の受動的所得の範囲が拡大されてい
ます。

その他、申告書への添付書類や資料の保存などについても改正が行われています。

4. 日米租税条約の改正
日米租税条約の改正によって、令和元年11月1日以後に支払われる利子に係る源泉税率が10%から免税へと軽減される
とともに、親子間配当の免税要件が緩和されました。

日米企業間で支払われる利子又は配当がある場合には、源泉税の免税適用が可能か確認する必要があります。また日本企
業が米国企業から受け取る利子について米国側で源泉徴収されている場合には、日本側で外国税額控除の適用が可能か
（損金算入処理すべきか）慎重に検討する必要があります。
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最新の税務情報を配信しています。

5. みなし大企業の範囲の見直し
租税特別措置法の中小企業者から除外されるみなし大企業の範囲に見直しが行われました。改正前は大規模法人を親法
人とする子法人のみがみなし大企業に該当することとされていましたが、改正後は、大規模法人を親法人とする100%グ
ループ内の子法人、孫法人、曾孫法人等がみなし大企業に該当し、中小企業者向けの租税特別措置の適用を受けることが出
来なくなりました。

6. 中小企業向け税制の適用除外事業者
その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える法人については、中小
企業向け租税特別措置（研究開発税制のうち中小企業技術基盤強化税制など）の適用ができません。なお、この制度は平成
31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

7. 消費増税対応
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられるとともに、仕入税額控除の適用にあたっては区分記載請求書等
の保存が必要となりました。これに伴い、消費税申告書の様式が改正され、異なる税率ごとに課税売上及び課税仕入れの
額を集計して記載することが必要となります。

https://twitter.com/Japan_EY

